
　介
護
保
険
は
、
寝
た
き
り
や
認
知
症
な
ど

の
高
齢
者
に
必
要
な
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
総
合

的
・
一
体
的
に
提
供
す
る
こ
と
で
、
本
人
の

生
活
と
家
族
の
介
護
を
支
援
し
、
社
会
全
体

で
老
後
の
安
心
を
支
え
る
仕
組
み
で
す
。

　皆
さ
ん
が
負
担
し
て
い
る
保
険
料
は
、
介

護
保
険
を
円
滑
に
運
営
す
る
た
め
の
大
切
な

財
源
と
な
り
ま
す
。
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

◆
65
歳
以
上
の
人（
第
1
号
被
保
険
者
）の
介

護
保
険
料
の
決
ま
り
方

　介
護
保
険
事
業
の
財
政
の
均
衡
を
保
つ
こ

と
が
で
き
る
よ
う
算
出
さ
れ
た
基
準
額
を
も

と
に
、
同
一
世
帯
内
の
住
民
税
課
税
状
況
や

本
人
の
収
入（
所
得
）に
よ
り
保
険
料
が
算
定

さ
れ
ま
す
。

※
基
準
額
＝
必
要
と
さ
れ
る
介
護
サ
ー
ビ
ス

の
総
費
用
×
65
歳
以
上
の
人
の
負
担
分

（
23
％
）／
65
歳
以
上
の
人
数

◆
65
歳
以
上
の
人（
第
1
号
被
保
険
者
）の
介

護
保
険
料
の
納
め
方

　年
金
の
受
給
額
が
年
額
18
万
円
未
満
の
人

は
、
市
か
ら
送
る
納
付
書
で
納
め
ま
す
。

　年
金
の
受
給
額
が
年
額
18
万
円
以
上
の
人

は
、
年
金
か
ら
の
天
引
き
と
な
り
ま
す
。
た

介
護
保
険
料
の

　
　納
め
忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か

乳
が
ん
検
診
・
子
宮
頸
が
ん
検
診
の

      

　
　
　集
団
検
診
が
始
ま
り
ま
し
た

だ
し
、
年
金
の
受
給
額
が
年
額
18
万
円
以
上

で
あ
っ
て
も
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

人
は
、
年
金
か
ら
の
天
引
き
が
開
始
ま
た
は

再
開
さ
れ
る
ま
で
の
間（
6
か
月
〜
1
年

間
）、
市
か
ら
送
る
納
付
書
で
納
め
ま
す
。

①
年
度
途
中
で
、
65
歳
に
な
っ
た
人

②
年
度
途
中
で
、
他
の
市
区
町
村
か
ら
転
入

し
た
人

③
年
度
途
中
で
、
年
金
の
受
給
が
始
ま
っ
た

人④
年
度
途
中
で
、
所
得
更
正
な
ど
に
よ
り
保

険
料
が
減
額
に
な
っ
た
人（
年
金
天
引
き
が

中
止
さ
れ
ま
す
）

⑤
年
度
途
中
で
、
所
得
更
正
な
ど
に
よ
り
保

険
料
が
増
額
に
な
っ
た
人（
増
額
前
の
保
険

料
は
年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ
、
増
額
分
を
納

付
書
で
納
め
ま
す
）

⑥
年
金
の
一
時
差
し
止
め
や
支
給
停
止
に

な
っ
た
人

⑦
年
金
担
保
の
借
入
れ
を
行
っ
た
人

◆
介
護
保
険
料
を
滞
納
す
る
と
？

　保
険
料
負
担
の
公
平
性
を
確
保
す
る
た

め
、
督
促
・
催
告
な
ど
を
行
っ
て
も
な
お
保

険
料
の
滞
納
が
続
く
場
合
に
は
、
所
有
財
産

（
給
与
報
酬
・
預
貯
金
な
ど
）の
差
押
え
を
行

う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
保
険
料
の
滞

納
が
あ
る
場
合
に
は
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利

用
し
た
と
き
に
滞
納
期
間
に
応
じ
て
保
険
給

付
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

介
護
保
険
給
付
の
財
源

　介
護
保
険
は
、
65
歳
以
上
の
人（
第

1
号
被
保
険
者
）と
40
歳
か
ら
64
歳
ま

で
の
人（
第
2
号
被
保
険
者
）が
納
め
る

介
護
保
険
料
と
公
費（
税
金
）を
財
源
に

運
営
し
て
い
ま
す
。

国
25％

65歳以上の人
23％

40～64歳の人
27％安中市

12.5％

群馬県
12.5％

※居宅サービスの場合

介護保険料公費（税金）

サービス費用
の全額を一旦
自己負担し、
申請によりあ
とで保険給付
分が支払われ
ます。

1年以上滞納
すると

保険給付の一
部または全部
が差し止めに
なり、そこか
ら滞納保険料
分を差し引く
ことがありま
す。

1年6か月
以上滞納
すると

利用者負担の
割合が引き上
げられるほ
か、高額介護
サービス費な
どが支給され
なくなります。

2年以上滞納
すると

高
齢
者
支
援
課
介
護
保
険
係
（
☎
内
線
１
１
８
６
）　

本

　検
診
の
対
象
者
は
、
今
年
5
月
に
郵
送
し

た
受
診
シ
ー
ル（
オ
レ
ン
ジ
色
の
封
筒
に
封

入
）に
氏
名
な
ど
が
印
字
さ
れ
て
い
ま
す
。

　集
団
検
診
は
下
表
の
日
程
で
実
施
し
ま
す

が
、
市
内
の
指
定
医
療
機
関
で
個
別
検
診
を

希
望
す
る
場
合
は
、
シ
ー
ル
を
持
っ
て
各
医

療
機
関
で
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
個

別
検
診
の
有
効
期
限
は
令
和
4
年
1
月
31
日

で
す
。
例
年
、
有
効
期
限
間
近
は
混
雑
し
ま

す
の
で
、
早
め
の
受
診
を
お
す
す
め
し
ま

す
。

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
予
防
の
た

め
、
発
熱
や
せ
き
、
鼻
水
、
下
痢
な
ど
、
体

調
が
悪
い
人
、
風
邪
の
症
状
が
あ
る
場
合

は
、
受
診
で
き
ま
せ
ん

①
乳
が
ん
集
団
検
診

（
視
触
診
と
マ
ン
モ
グ
ラ
フ
ィ
）

対
象
者
▼

40
歳
以
上
の
女
性
で
、
前
年
度
に
市
の
乳
が

ん
検
診
を
受
け
て
い
な
い
人

自
己
負
担
金
▼

1
，
5
3
0
円（
70
歳
以
上
は
無
料
）

必
要
な
も
の
▼
乳
が
ん
検
診
受
診
シ
ー
ル

注
意
事
項
▼

○
ネ
ッ
ク
レ
ス
や
ペ
ン
ダ
ン
ト
は
、
は
ず
し

て
ご
来
場
く
だ
さ
い

○
前
開
き
で
、
わ
き
の
ゆ
っ
た
り
し
た
上
衣

（
カ
ー
デ
ィ
ガ
ン
な
ど
）を
お
持
ち
く
だ
さ
い

○
市
で
実
施
す
る
乳
が
ん
検
診
は
2
年
に
1

回
で
す
。
前
年
度
に
受
診
さ
れ
た
人
は
、
今

年
度
の
検
診
は
該
当
に
な
り
ま
せ
ん

○
集
団
検
診
で
は
マ
ン
モ
グ
ラ
フ
ィ
検
査
に

よ
る
事
故
を
防
ぐ
た
め
、
「
乳
が
ん
検
診
を

受
診
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
人
」
が
い
ま

す
。
受
診
シ
ー
ル
同
封
の
案
内
に
記
載
し
て

い
ま
す
の
で
、
必
ず
ご
確
認
く
だ
さ
い

○
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
接
種
後
の
副
反
応

と
し
て
、
わ
き
の
下
の
リ
ン
パ
節
が
腫
れ
、

マ
ン
モ
グ
ラ
フ
ィ
の
画
像
診
断
に
影
響
す
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
接
種
日
と

接
種
部
位
を
確
認
し
ま
す
の
で
、
接
種
し
た

人
は
確
認
の
う
え
受
診
し
て
く
だ
さ
い

②
子
宮
頸
が
ん
集
団
検
診（
細
胞
診
）

対
象
者
▼
20
歳
以
上
の
女
性

自
己
負
担
金
▼

5
1
0
円（
70
歳
以
上
は
無
料
）

必
要
な
も
の
▼

子
宮
頸
が
ん
検
診
受
診
シ
ー
ル

注
意
事
項
▼

○
ズ
ボ
ン
で
来
場
さ
れ
る
人
は
、
バ
ス
タ
オ

ル
を
お
持
ち
く
だ
さ
い

○
当
日
に
月
経
が
あ
っ
て
も
、
検
診
に
は
差

し
支
え
あ
り
ま
せ
ん

○
前
日
は
入
浴
し
て
く
だ
さ
い

健
康
づ
く
り
課
予
防
係
（
☎
内
線
１
１
７
２
）　
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health

問診受付時間▶午後1時～2時（※検温・番号札配布は午後1時からの予定）
検診開始時間▶乳がん検診：午後1時～　子宮頸がん検診：午後1時30分～

【集団検診】乳がん検診・子宮頸がん検診　日程表

日　程   　

11月30日（火）

12月  1日（水）

12月  3日（金）

12月  6日（月）
12月  9日（木）
12月17日（金）
12月20日（月）
12月24日（金）
1月  5日（水）
1月  7日（金）
1月11日（火）

1月12日（水）

1月14日（金）

1月21日（金）

1月24日（月）

検　診　会　場

松井田保健センター

安中市保健センター
碓氷峠くつろぎの郷
（屋内交流広場）
細野ふるさとセンター

安中市保健センター

松井田保健センター

九十九地区生涯学習センター
（九十九創作館）
安中市保健センター

松井田保健センター

　　　　　　　該　当　地　区
上人見・法正寺・塚原・大王寺・高野谷戸
二軒在家・烏留北・烏留南・別所
板鼻地区（全区）
横川西・横川東
坂本1区・2区・原・入牧1区・2区
土塩西・土塩東・新井・上増田東・上増田西
磯部地区（全区）
原市1区・2区・3甲区・5区
岩野谷地区（全区）・後閑地区（全区）
東横野地区（全区）
原市3乙区・4区・6区・7区・8区・9区
安中1区・4区・5区・8区・11区・12区
安中2区・2－2区・3区・6区・7区・9区・10区
新田琵琶ノ窪・北横町・南横町
五料西・五料中・五料東・八城東・八城西・行田

下増田・高梨子・国衙百石・小日向

秋間地区（全区）
上本町・本町・新堀中宿・新町・森崎
源ヶ原・上町・仲町・下町・紺屋町
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